
○ （児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律に基づく）手当は、法律に基づき物価が上昇すれば増額し、物価が下落すれば減額する仕組（物
価スライド）となっています。 

 

○ また、現在お支払いしている児童扶養手当等の手当は、平成１１年から１３年にかけて物価が下落し
た際に、特例法で額を据え置いたことなどにより、本来の手当額より０．３％高い水準（特例水準）と
なっています。 

 

○ このため、平成２４年１１月に成立した法律（国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正
する法律（平成２４年法律第９９号））で、特例水準の計画的解消を図ることが定められました。具体的
には、本来の手当額との差の１．７％を平成２５年度から平成２７年度の３年間で解消することとしてお
り、平成２７年４月にも０．３％の引下げを行います。 

 

○ 児童扶養手当等の手当額は、平成２６年の物価スライドが２．７％の上昇となったこと及び特例水準を 
  ０．３％解消することに伴い、その額を２．４％引上げる改定を行います。 
 ・ 児童扶養手当（児童扶養手当法（昭和６０年法律４８号）） 
 ・ 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当 
   （特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律１３４号）） 
 ・ 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当 
   （原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律１１７号）） 
 

○ 特別障害給付金の給付額は、特例水準が存在しないため、２．７％引上げる改定を行います。 
 ・ 特別障害給付金（特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成１６年法律第１６６号）） 
 

○ また、以下の各種手当の額についても、毎年度、児童扶養手当等の手当額の改定の仕組み等に倣
い、給付額の改定を行っています。 

 ・ 介護手当、葬祭料（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律） 
 ・ 医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料 
   （独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成１４年法律１９２号）） 
 ※葬祭料については、生活保護法に基づく葬祭扶助基準額の改定がないことから、昨年度と同額。 

 

平成２７年４月以降の手当額について 



平成２７年４月から平成２８年３月の児童扶養手当等の手当額 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当額 

平成２６年４月～平成２７年３月 
（月額） 

平成２７年４月～平成２８年３月 
（月額） 

児童扶養手当（全部支給） ４１，０２０円 ４２，０００円 

児童扶養手当（一部支給） ４１，０１０～９，６８０円 ４１，９９０～９，９１０円 

平成２６年４月～平成２７年３月 
（月額） 

平成２７年４月～平成２８年３月 
（月額） 

特別児童扶養手当（１級） ４９，９００円 ５１，１００円 

特別児童扶養手当（２級） ３３，２３０円 ３４，０３０円 

障害児福祉手当 １４，１４０円 １４，４８０円 

特別障害者手当 ２６，０００円 ２６，６２０円 

経過的福祉手当 １４，１４０円 １４，４８０円 

児童扶養手当法に基づく手当額 

※実際に引上げとなる額については、端数処理等の理由により、平成２６年４月～平成２７年３月の手当額の２．４％に相当する額と完全に一致するものではありません。 
※特別児童扶養手当については、指定都市にお住まいの方は、指定都市の長に認定請求先が変更となります。 
 



平成２６年４月～平成２７年３月 
（月額） 

平成２７年４月～平成２８年３月 
（月額） 

医療特別手当 １３５，１３０円 １３８，３８０円 

特別手当 ４９，９００円 ５１，１００円 

原子爆弾小頭症手当 ４６，５１０円 ４７，６３０円 

健康管理手当 ３３，２３０円 ３４，０３０円 

保健手当（被爆者援護法第
２８条第３項各号のいずれか

に該当する場合） 
３３，２３０円 ３４，０３０円 

保健手当（該当しない場合） １６，６７０円 １７，０７０円 

介護手当の支給上限額（中
度障害者の場合）※ 

６９，５２０円 ６９，７１０円 

介護手当の支給上限額（重
度障害者の場合）※ 

１０４，２９０円 １０４，５７０円 

介護手当の下限額 ２１，２１０円 ２１，７２０円 

家族介護手当 ２１，２１０円 ２１，７２０円 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく手当額 

※平成２６年の人事院勧告に基づく国家公務員給与の勧告率の変動に準じ、引き上げる。 



平成２６年４月～平成２７年３月 
（月額） 

平成２７年４月～平成２８年３月 
（月額） 

特別障害給付金（１級） ４９，７００円 ５１，０５０円 

特別障害給付金（２級） ３９，７６０円 ４０，８４０円 

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 に基づく手当額 



平成２６年４月～平成２７年３月 
（月額） 

平成２７年４月～平成２８年３月 
（月額） 

医療手当（月８日以上の入
院又は月３日以上の通院及
び同一月の入通院） 

月３５，２００円 月３６，０００円 

医療手当（月８日未満の入
院又は月３日未満の通院） 

月３３，２００円 月３４，０００円 

障害年金（１級） 年２，６７２，４００円 年２，７３６，０００円 

障害年金（２級） 年２，１３８，４００円 年２，１８８，８００円 

障害児養育年金（１級） 年８３５，２００円 年８５５，６００円 

障害児養育年金（２級） 年６６８，４００円 年６８４，０００円 

遺族年金 年２，３３７，６００円 年２，３９２，８００円 

遺族一時金 年７，０１２，８００円 年７，１７８，４００円 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく手当額 


